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農地の売買・貸借・転用などの農地法申請の〆切は毎月１０日です

主な内容
○ 下限面積要件の撤廃
について
○農業者向けお知らせ
○研修会報告
○農業委員活動報告

　４月下旬、山田地区において、横瀬健さんご夫婦、息子さんをはじめとし
た多くの方々で菖蒲の出荷作業が行われました。
　５月は病気や災厄が増えると言われ、菖蒲は邪気を祓うような爽やかな香
り持つことから、縁起のいい植物として使用されています。また、菖蒲には
リラックス作用や血行促進が期待できる他、肩こりや腰痛予防にも効果があ
ると言われ、漢方では健胃や鎮痛、鎮静に効果を期待して用いられています。
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　農地法の一部改正により、農地取得時における下限面積要件が令和５年４月１日から撤廃されまし
た。これにより、行方市で設定している下限面積（別段面積）も撤廃されました。
　高齢化が加速する中、農業従事者は減少する一方であり、耕作放棄地を解消し、効率的に農業を
発展させていくため、多様な人材が農地を取得しやすくし、農業へ従事いただく施策の一つとして、
実施されるものです。
　農地を売買、贈与、貸借等の権利を取得するには、農地法第３条の規定により、農業委員会の許
可が必要となります。これまで、許可の要件の一つに、取得後の耕作（経営）面積が下限面積以上
になることという、下限面積要件があり、行方市では50アールと定めていました。
　下限面積は撤廃されましたが、農地の権利取得（農地法第３条許可）に必要となる他の要件につ
いては継続となり、全てを満たすことが条件となります。以下の要件をご確認ください。

農地の権利取得（農地法第３条許可）に必要な要件

※法人が農地を取得する場合には、別の要件があります。
　ご不明な点につきましては、農業委員会事務局までお問い合わせください。

農作業時にはご注意ください！
◎トラクターやコンバイン等の農業用機械に、付着した土は落としてから走行しましょう。
◎農地の土、作物や草等は道路や側溝にはみ出ないようにしましょう。
◎刈り取った草などは道路に放置しないようにし、歩行者や車両の交通の妨げに
　ならないようにしましょう。

農地の適正な管理について（お願い）
　耕作していない農地は雑草や雑木が繁茂し、病害
虫の発生、花粉や種子の飛散または不法投棄や火災
の要因になるなど、周辺農地に大変迷惑をかけるこ
とになります。農地を所有する方は、農地の作付け
をしない場合でも草刈り、枝払いを行うなどの適切
な自己管理をお願いします。
　耕作するのが難しい方や後継者がなく将来の農地
の維持管理に不安のある方は、地域の農業委員や農
地利用最適化推進委員にご相談ください。

農地パトロールを実施しました
　令和５年２月６日から８日にかけ
て、令和３年度に転用許可・届出がさ
れた分と前回実施の際に未着手や転用
途中だった分を含めた市内全 67箇所
について、農地パトロールを実施しま
した。
　農地パトロールの結果、未着手箇所
が見受けられたことから、地区担当委
員が指導に当たりました。

項 目 内 容

全部効率利用要件 申請地を含め、所有している農地または借り
ている農地のすべてを効率的に耕作すること。

農作業常時従事要件 申請者または世帯員等が農作業におおむね
150日以上従事すること。

地域との調和要件 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えな
いこと。

農地取得時における
下限面積要件の撤廃について
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農業委員会行方地域協議会全体研修会

いばらき農業委員会女性協議会現地研修会

　令和４年 11 月 25 日に、潮来市中央公民館において『令和４年度農業委員会行方地域協議会全体研修会』
が開催されました。行方市・潮来市農業委員会が参加し、行方市
からは農業委員・農地利用最適化推進委員の27名が参加しました。
　一般社団法人全国農業会議所の佐分将太氏を講師にお招きし、

『地域計画における農業委員会の役割について』の講演を行ってい
ただきました。地域計画の策定に向けて、関係機関と協力しなが
ら地域農業の将来の在り方を検討し、農業委員会としての役割を
果たす活動に取り組んで参ります。

　令和５年２月２日、古河市にて、いばらき農業委員会女性協議会現地研修会が行われました。２年ぶりの
現地研修会の開催ということもあり、多くの女性農
業委員が参加されました。研修では『農業経営の方
程式』と題し、㈲森ファームサービス 森雅美氏から
農産物の生産・加工・販売等、農業技術や経営に関
する新たな農業ビジネスモデルの講演、意見交換会、
直売所・イチゴ栽培ハウスの視察を行いました。県
内の優良事例に触れ、有意義な研修会となりました。

農業を取り巻く情報を、わかりやすく的確
にお伝えする全国農業新聞をおすすめし
ます。
●発行日　毎週金曜日（月４回）
●購読料　月額７００円
　　　　　（農協・銀行口座振替可）
●申　込　農業委員会事務局または
　　　　　お近くの農業委員まで

農家の経営とく
らしに役立つ情
報が満載！加入要件

○国民年金第１号被保険者の方
○年間 60日以上農業に従事の方
○ 60歳未満の方
特徴
・保険料は全額社会保険料控除の対象
・少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金
・保険料は自由に設定でき、随時変更可能
・35 歳未満で一定の要件を満たす方は、最大 1 万円の補助
※ 詳しくは、農業委員会事務局またはＪＡなめがたしおさい各支

店までお問い合わせください。

農業者年金に加入しませんか？
～老後の備えは、農業者年金で安心！～
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○ 2022 年～
12月	1 日	 令和４年度全国農業委員会会長代表者集会
	 	（オンライン開催）
	 	 年金推進戸別訪問
	 14 日	 	令和４年度地域の農地を活かし持続可能な

農業・農村を創る運動推進大会
	 23 日	 第 12 回総会
● 2023 年～
1月	25 日	 第１回総会、農地部会、農政部会
	 26 日	 農業委員会会長研修会
2	月	 1 日	 年金推進戸別訪問
	 2 日	 いばらき農業委員会女性協議会現地研修会
	 6 日	 農地パトロール（麻生地区）
	 7 日	 農地パトロール（北浦地区）
	 	 行方市農業再生協議会臨時総会
	 8 日	 農地パトロール（玉造地区）
	 11 日	 新規参入研修会
	 16 日	 令和４年度行方地域儲かる農業推進研修会
	 21 日	 農業振興地域整備促進協議会
	 27 日	 第２回総会
3月	15 日	 第３回総会
	 20 日	 農業委員会行方地域協議会理事会
	 27 日	 第４回総会
	 	 タブレット研修会
	 31 日	 年金推進戸別訪問
4月	14 日	 第１回役員会
	 	 農業委員会行方地域協議会総会
	 25 日	 第５回総会、広報委員会
5月	11 日	 広報委員会
	 16 日	 農業委員会会長・事務局長会議
	 25 日	 第６回総会
	 30 日	 令和５年度全国農業委員会会長大会

6月	26 日	 第７回総会、農地部会、農政部会
7月	 3 日	 農業振興地域整備促進協議会

農業委員会活動報告

事業予定

令和５年度賃借料情報（１０ａ当たり）
　◆田の部　　平均額 　12,440 円
　　（主たる作物：水稲）
　◆畑の部　　平均額 　 9,510 円
　　（主たる作物：甘藷）

■令和４年度の主な議案審議件数

事　　　　　由 件 数
面 積

農地法 3条
（農地のままでの権利移動）

110
44.5ha

農地法 4条
（自己転用）

15
0.8ha

農地法 5条
（権利移転を伴う転用）

82
6.8ha

利用権設定
（農業経営基盤強化促進法による貸借）

800
125.1ha

※ 賃借料の情報は、諸条件により異なりま
すので、これを参考に契約される場合は
両者で諸条件を勘案して決定ください。

無料アプリ「カタポケ」
このアイコンが目印です

・ ブラウザまたはアプリをインストールす
ることで、お手持ちのスマホやタブレッ
トで農委だよりの記事が無料で読めます

・ 多言語対応・音声読み上げもできます
　 （音声読み上げには無料アプリ「カタポケ」

のインストールが必要です。）

※ デジタルブックの配信は発行日の 10 日
後となります。

デジタルブック配信を開始しました


